
🍀 ちくかんリースの特徴
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●頭金などの自己資金は必要ありません。
全額、リースで対応可能、機種の選定も自由です。

●リース料は、年払いまたは四半期払いのいずれかを選択
できます。

●貸付期間終了後、リース物件はお客様に譲渡します。

●貸付期間中の事故等に備え、損害保険に加入していただ
きます。

●保証保険に加入していただきます。（令和２年度契約分
から引き下げになりました（０．５％→０．４％）。）

●貸付枠のあるかぎり、いつでもリース可能です。

資料２
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附加貸付料の適用料率について

低減料率適用者（畜産高度化支援リース事業）

１ 環境リース・経営リース
・認定農業者
・認定新規就農者
・女性経営者
・JGAP認証（含むチャレンジ）又はグローバルGAP認証
（都道府県GAPや民間団体が行っている独自のGAPは対象になりません。）
・農場HACCP認証取得者等
・200万円以上の貸付で、かつ、過去に借受実績あり等

２ 食肉リース
・衛生管理機械：冷蔵・冷凍車、洗浄機等
・ＨＡＣＣＰ認証取得者等
①総合衛生管理製造過程承認制度（マル総）、②ISO22000、③FSSC22000、
④SQF2000、⑤GRMS(Global Red Meat  Standard)、⑥IFS Food Standard、
⑦BRC Gloval Standard、⑧ JFS-B/Cの８制度です。
・過去3年度内の借入実績が3,000万円以上

３ 生乳リース
・ＨＡＣＣＰ認証取得者等
（内容は食肉リースに同じ）

基準料率 0.70％
0.75％

低減料率 0.50%
（令和4年7月28日現在）



3注）データは検収済みの貸付施設等購入費（税込み）

◎主な貸付施設等（３ヵ年合計）

〔生乳リース〕

①オートサンプラー、電磁流量計 31台
②ミルクタンクローリー等 19
〔食肉リース〕

①保管用・機械装置 68
②食肉調製用機器 44
③車両（冷蔵・冷凍車） 38

〔経営リース〕
①家畜飼養管理施設及び家畜管理

機械・装置 412
②家畜ふん尿処理施設等 174

うち作業用機械 71

運搬用機具 67

③飼料の生産、給与等施設等 150
うち飼料作物調製用機械 78

運搬用機械 49

〔環境リース〕

①ふん尿処理機械・装置 27
（発酵機、固液分離機、乾燥機）

②ふん尿処理施設 8
（堆肥舎、浄化槽）

③悪臭防止用機械・装置 10
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畜産高度化支援リース事業の貸付実績（令和元～３年度）

環境リース 経営リース

食肉リース 生乳リース

736百万円

千円

【1,386百万円】【1,084百万円】 【1,511百万円】

62百万円

229百万円

58百万円

305百万円

736百万円

173百万円

172百万円

264百万円

928百万円

263百万円

55百万円
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別 紙

貸付物件① 確認 貸付物件② 確認 貸付物件③ 確認

契約書番号

貸付記号

貸付開始日

貸付施設等

銘　柄

型　式

販売業者

設置場所住所

稼動状況

（いずれかに〇）

・問題なく稼働している。

・稼動していない。（注）

・問題なく稼働している。

・稼動していない。（注）

・問題なく稼働している。

・稼動していない。（注）

【注：稼働状況補足説明】

住　　所

会社・団体名

代表者名

電話番号

※ご記入後、受託団体等を通じてメールでご返送ください。ご協力ありがとうございました。

貴機構からクラスターリース（経営リースとの一体型を含む）で借り受けた貸付施設等について、次のとおり確認しました。

貸付施設等利用状況確認書（クラスターリース）

令和〇年度

貸付料等納入期限

　上記の内容に間違いがなければ、確認欄に☑マークをご記入ください。

お客様（借受者、貸付施設等の使用・管理者）

稼動していない場合、その理由をご記入下さい。



🍀消費税のインボイス制度開始に向けての準備
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2023年（令和5年）10月から実施されるインボイス制度（適
格請求書等保存方式）に対応するため、環境機構は次の準備を
進めていきます。

１ リース事業を利用される借受者・借受団体の皆様が適切に
消費税の仕入税額控除を実施できるよう、機構が借受者・借
受団体の皆様に発行する請求書を、インボイス制度に対応し
た様式に変更します。

２ 機構側の消費税の仕入税額控除を適切に行うために、次の
皆様に対して「課税事業者の登録番号」を確認させていただ
く予定です。

（１）手数料の支払先である都道府県や受託団体・借受団体
（２）機械代金の支払先である機械販売業者


